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例 規 名例 規 名例 規 名例 規 名    

根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項    

八頭町簡易水道事業分担金徴収条例 第3条 

例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号    平成17年条例第160号 

【根拠条文】 

(分担金を徴収すべき者) 

第3条 分担金は、当該事業により利益を受ける者より徴収する。 

 

【基準】 

根拠条文及び第4条の規定による。 

(分担金の賦課基準) 

第4条 分担金の額は、前条に規定する者について事業の実施によって受ける各人の利益の度合

に応じて、町長が定める。 
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